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 K-93膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル特定（Ⅱ）の算定について 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル特定（Ⅱ）（尿道狭窄用ディス

ポーザブルカテーテル）の手術時の使用については、尿道狭窄をきたす傷

病名がない場合又は詳記等を含め尿道狭窄をきたす病態が把握できない

場合は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル特定（Ⅱ）（小児用及びトリプ

ルルーメンを除く）は、尿道狭窄等の場合であって 24 時間以上体内留置

した場合に算定できる保険医療材料であり、手術時の単なる尿路確保での

算定は、原則として認められないと判断した。 

 以上のことから、膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル特定（Ⅱ）（尿

道狭窄用ディスポーザブルカテーテル）の手術時の使用については、尿道

狭窄をきたす傷病名がない場合又は詳記等を含め尿道狭窄をきたす病態

が把握できない場合は、原則として認められないと判断した。 

 


